
 

 

 
申請料の（）内の日本円対価は、2012年12月8日現在に設定されたポンド対日本円のレートで計算されていますので、 
申請時にウェブで表示される金額が最新の申請料と考えて下さい。 

RSGB IOTAウェブサイト(http://www.rsgbiota.org/)によるオンライン電子申請 

最初の IOTA 100 Islands アワードを申請する時の申請料 

120枚までのカード審査料       UK£13.00 （1,755円） 
121枚から320枚までの追加のカード審査料（1枚当り）     UK£0.08 （11円） 
321枚を超えたカードの審査料（1枚当り）      UK£0.06 （ 8円） 
IOTAコンテストのデータベースによる審査料      UK£0.06 （ 8円） 
IOTA 100 Islands アワードの電子アワード又は郵送によるアワード料金   無料 

アップデート申請時の申請料 

300枚までのカード審査料       UK£0.08 （11円） 
301枚を超えたカードの審査料       UK£0.07 （9.5円） 
ただし、アップデート申請の最低料金（カードとコンテストデータ合わせての申請も含む） UK£8.00（1,100円） 

IOTAコンテストのデータベースによる審査料     UK£0.06  （ 8円） 
ただし、コンテストデータのみの最低料金     UK£6.00 （810円） 

郵送によるアワード送付時のアワード料金 

一種類のアワード（ただし、IOTA-100とIOTA-1000アワードは無料）   UK£6.00 （810円） 
二種類以上のアワードを同時に申請する場合の1アワード当りの単価   UK£4.00 （540円） 

電子的にダウンロードする場合のアワード料金 

1アワード当りの単価       UK£3.00 （405円） 
（申請者がRSGBメンバーの場合、上記審査料とアワード料の合計から30%の割引があります。） 
 
紙ベースによる申請時の申請料 

申請料は上記申請料の倍額になります。 この事は、チェックポイントでの審査に追加処理が必要になるためです。 
例えば、アップデート申請時の最低料金はUK£16.00（2,200円）になります。 

最初のIOTA 100 Islandsアワード申請時のIOTA レコードシートの料金    無料 

アップデート申請時の IOTA レコードシートの料金     UK£4.00 （540円） 

郵送によるアワード送付時のアワード料金（新規申請時の価格と同等） 
 
権威あるアイテム 

750 Islands 楯         UK£78.00 （10,530円） 

郵送代         書留 UK£29.00 （ 3,915円） 
         計 UK£107.00（14,445円） 

1000 Islands トロフィー        UK£78.00 （10,530円） 

郵送代         書留 UK£29.00 （ 3,915円） 
         計 UK£107.00（14,445円） 

Plaque & Trophy 用のシール1枚当りの単価      UK£3.00   （405円） 
 
備考： 

1. ポンド以外での支払い 

ポンド以外での IOTA 申請料は IOTA ウェブサイト

(http://www.rsgbiota.org)に用意されています。 通貨変動は為替レート

の変動により変わるため、現在のレートはウェブサイトで確認するか

チェックポイントに確認して下さい。 

2. 特待される国の申請者 

日本からの申請者は、審査料・アワード料金・レコードシート代の特

待は受けられません。 

3. カード返送料 

申請者は十分なカード返送料を加えた申請料を支払って下さい。申請

の際には、カード返送方法について必ず指示をして下さい。 

4. 支払方法 

支払いは通常IOTA本部ではなくチェックポイントへ支払います。 チ

ェックポイントは過剰な支払い額に対する将来の申請への繰り越しは

行わず、超過分はその都度返金されます。 ウェブサイト申請時にチ

ェックポイントからの支払い方法に関する指示がありますので、それ

に従って下さい。IOTA-750楯やIOTA-1000トロフィーの申請の際は、

チェックポイントにではなく直接IOTA本部へクレジットカードで支

払う方法もあります。詳細はチェックポイントへお尋ね下さい。 

5. 梱包 

QSLカードは申請者とチェックポイントの両方に重要なものです。 

そのため、梱包に際しては、雨等の影響を受けない様に十分な梱包を

される事をお勧めします。 

 

ANNEX B - SCHEDULE OF CHARGES(2013 年) 


